
第9回世田谷キラリ輝く個店グランプリの
受賞店舗が決定しました
　令和7年1月9日（木）、第9回世田谷キラリ輝く個店グランプリ
の表彰式が行われました。
　キラリ輝く魅力があり、地域を元気にしている、各賞に輝いた
お店を紹介します。
　商店街に足を運んでみて、お気に入りのお店を見つけてみては
いかがでしょうか。

【第9回世田谷キラリ輝く個店グランプリ受賞店舗】
「物販・サービス部門」

区分 受賞店舗

グランプリ
世田谷区長賞

「きもの三鈴」
（呉服販売およびきものクリニック）　
喜多見9-2-18　

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

「ふぁんぱん」（パン）
若林4-27-9

特別賞
世田谷区商店街連合会
会長賞

「清藤商店」（青果）
桜上水4-7-4

特別賞
昭和信用金庫賞

「タトル明大前�洋菓子店」（洋菓子製造）
松原2-42-5

特別賞
世田谷信用金庫賞

「ニコニコ家」（和菓子製造小売）
世田谷1-24-12

「飲食部門」
区分 受賞店舗

グランプリ
世田谷区長賞

「五月四日（いつきよっか）」（居酒屋）
用賀4-17-6　みづきビル112

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

「焼とりダービー豪徳寺店」（焼とり）
豪徳寺1-44-8

特別賞
世田谷区商店街連合会
会長賞

「中国料理�柚子」（中華料理）
赤堤1-16-21

特別賞
昭和信用金庫賞

「蕎麦やましん」（手打ちそば）
粕谷4-20-18�107

特別賞
世田谷信用金庫賞

「春風駘蕩（シュンプウタイトウ）」
（ヨーロッパ料理）
祖師谷3-34-9�OKビル�B1F

� 世田谷区商店街連合会　�
� TEL：03-3414-1432

障害者の雇用促進にご理解と
ご協力をお願いします
　障害者雇用促進法の改正により、令和6年4月から障害者の法
定雇用率が引き上げられ、民間企業の法定雇用率は2.5％、対象
事業主の範囲は常用雇用労働者数が40.0人以上となりました。ま
た、短時間労働者に対する雇用率の算定方法が変わるなど、障害
者雇用を取り巻く環境は大きな転換を迎えています。
　世田谷区障害者雇用促進協議会では、障害理解や障害者の雇
用促進を目的に、「障害者雇用支援プログラム」を実施しておりま
す。
　ぜひご参加いただくとともに、更なる障害者雇用の促進にご協
力をお願いいたします。
� 世田谷区�障害福祉部�障害者地域生活課　�
� TEL：03-5432-2425
� HP：�https://www.city.setagaya.lg.jp/�https://www.city.setagaya.lg.jp/�

02084/2827.html02084/2827.html

お問合せ

お問合せ

東京信用保証協会のご案内
　東京信用保証協会は、都内中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金をお借入れする際の「公的な保証人」として、約21.9万
の事業者にご利用いただいています。
　当協会の都内11支店ではお客さまからの直接のご相談を承っ
ています。どうぞお気軽にご相談ください。

【信用保証協会ご利用のメリット】
◉�経営者保証不要でのご利用が可能です。
◉�ニーズに応じた資金調達が可能です。
◉�さまざまな経営支援メニューのご利用が可能です。
� 東京信用保証協会�渋谷支店�
� TEL：03-5468-0135
� HP：�https://www.cgc-tokyo.or.jp/https://www.cgc-tokyo.or.jp/

区との契約に関するお願い
　区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生
を推進する条例」に基づき、全ての人が多様性を認め合い、人権
が尊重され、尊厳をもって生きることのできる社会の実現を目指
しています。本条例では、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェ
ンダーアイデンティティの違いまたは国籍、民族等の異なる人々
の文化的違いによる差別の解消を規定しております。
　事業者の皆様には、働く全ての人がライフスタイルに応じて多
様な生き方を選択できるよう、あらゆる場面で、性別、LGBTQな
どの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、民族等の
違いによる不当な取り扱いがないよう配慮いただき、事実上生じ
ている不当な取り扱いについても積極的に改善するようお願いい
たします。
　詳しくは、区ホームページをご覧ください。
� 世田谷区�人権・男女共同参画課�
� TEL：03-6304-3453
� HP：�https://www.city.setagaya.lg.jp/�https://www.city.setagaya.lg.jp/�

02409/1053.html02409/1053.html

協会けんぽご加入の皆様へ
4月から健診が始まります！
　協会けんぽでは、被保険者（ご本人）向けの生活習慣病予防健
診と被扶養者（ご家族）向けの特定健康診査をご用意しています。
生活習慣病予防健診
◉�対象者…被保険者（ご本人）
◉�対象年齢…35歳から74歳まで
◉�自己負担額…最大5,282円
◉�特徴…生活習慣病＋がんの早期発見
特定健康診査
◉�対象者…被扶養者（ご家族）
◉�対象年齢…40歳から74歳まで
◉�自己負担額…都内200か所以上の健診機関で無料で受診可能
◉�特徴…問診・血圧測定・肝機能検査　など
　詳しくは、協会けんぽホームページをご確認ください。
� 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部�
� TEL：03-6853-6111（代表）
� HP：�https://www.kyoukaikenpo.or.jp/�https://www.kyoukaikenpo.or.jp/�

shibu/tokyo/cat040/shibu/tokyo/cat040/
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